
問１―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 塩村 あやか 君 
問１（対大臣）．なぜ、本法律案の提出が必要と

なったのか。その要因、背景などの立法事実に
ついて、政府としてどのような調査を、どのよ
うに分析しているのか。 

 塩村
しおむら

あやか議員のご質問にお答えいたします。 

本法律案の立法事実についてお尋ねがありました。 
 
１．いわゆるフリーランスの保護について検討を

開始するに際しては、令和２年に、内閣官房に
おいて、関係省庁と連携し、フリーランスの実
態を把握するための調査を実施しました。 

 
２．調査によると、取引先とのトラブルを経験し

たことがあるフリーランスのうち、そもそも取
引条件に関する書面・電子メールが交付されて
いない者や、交付されていても取引条件が十分
に明記されていなかった者が６割となっていま
す。 

 
３．こうした状況を改善し、フリーランスとして

安心して働ける環境を整備するため、事業者と
フリーランスの取引について、書面での契約の
ルール化など、法制面の措置を検討してきまし
た。 

  

 ※関係省庁：公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省 

  



問１―２ 

４．また、令和３年に、内閣官房が関係省庁と共
同で実施したアンケート調査によると、フリー
ランスは、報酬の不払いや支払遅延を始めとし
たトラブルを経験する方が多く、かつ、特定の
発注者への依存度が高い傾向にあることが確認
できており、発注事業者との関係において、不
当な不利益を受けやすい立場にあると考えられ
ます。 

 
５．本法律案は、こうした調査や政府での検討を

踏まえて、国会に提出したものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

  フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

  連絡先 役所 （内線： ） 

      携帯  



問１―３ 

（参考１）フリーランスに係るこれまでの閣議決定等（抜粋） 

●R3 成長戦略実行計画（令和３年６月 18日閣議決定）  

第５章 「人」への投資の強化 

１．フリーランス保護制度の在り方 

実態調査によると、取引先とのトラブルを経験したことがあるフリーランスの

うち、そもそも書面・電子メールが交付されていない者や、交付されていても取

引条件が十分に明記されていなかった者が６割となっている。こうした状況を改

善し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリー

ランスの取引について、書面での契約のルール化など、法制面の措置を検討する。 

 

●緊急提言（令和３年 11 月８日新しい資本主義実現会議）  

Ⅲ．分配戦略 ～ 安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化 

１．民間部門における中長期も含めた分配強化に向けた支援 

（５）非正規雇用労働者等への分配強化 

①新たなフリーランス保護法制の立法 

コロナ禍では、フリーランスの方々に大きな影響が生じている。フリーランス

として安心して働ける環境を整備するため、事業者がフリーランスと契約する際

の、契約の明確化や禁止行為の明定など、フリーランス保護のための新法を早期

に国会に提出する。あわせて、公正取引委員会の執行体制を整備する。 

 

●第５回新しい資本主義実現会議（令和４年４月 12日）総理発言  

新型コロナで苦労をされている、フリーランスの方々に対しての取引適正化のた

めの法制度の整備を進めます。 

  

●新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）  

Ⅲ．新しい資本主義に向けた計画的な重点投資 

３．スタートアップの起業加速及びオープンイノベーションの推進 

（１）スタートアップ育成５か年計画の策定 

⑩従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制の整備 

  創業の一形態として、従業員を雇わない、フリーランスの形態で仕事をされる

方が我が国でも 462 万人と増加している。他方で、フリーランスは、報酬の支払

遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が増えており、か

つ、特定の発注者（依頼者）への依存度が高い傾向にある。 

  フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法といった旧来の中小企業法制では

対象とならない方が多く、相談体制の充実を図るとともに、取引適正化のための

法制度について検討し、早期に国会に提出する。 

  



問１―４ 

（参考２）令和２年フリーランス実態調査 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１―５ 

（参考３）令和３年アンケート調査（依頼者から納得できない
行為を受けた経験） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



問１―６ 

（参考４）令和３年アンケート調査（納得できない依頼者の行
為の内容） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



問１―７ 

（参考５）令和３年アンケート調査（特定の依頼者への売上依
存度） 

  



問１―８ 

（参考６）令和３年アンケート調査（納得できない行為を行っ
た依頼者とその後の取引状況） 

 
 



問２―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 塩村 あやか 君 
問２（対大臣）.フリーランスに関わる労働政

策、社会保障政策の観点も含めた包括的な政策
対応が進められている韓国やフランス等の諸外
国と比較して、日本のフリーランス保護政策は
遅れている。本法案提出にあたり、政府は海外
事例をどのように把握し、本法案に反映したの
か。 
 
海外事例の把握等についてお尋ねがありました。 

 
１．フリーランスに関わる包括的な政策対応につ

いて、諸外国の事例を網羅的に把握しているわ
けではありませんが、例えば、ＥＵでは、デジ
タル労働プラットフォームを通じて働く者の契
約関係について、一定の要件を満たせば、雇用
契約と推定する規定を盛り込んだ指令案が提案
されていると承知しています。 

 
２．一方、現在、我が国でフリーランスが直面し

ているトラブルについては、 
・ 報酬の支払遅延や取引上の不当な行為など、

事業者間取引において見られるものが多く、 
・ ハラスメントなどのトラブルについても、

取引上の力関係に由来しているものと考える
ことができる 

ことから、本法案は、取引の適正化等を図る法
制として立案し、速やかに対応策を講じること
としたものです。 

答弁作成責任者：フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ）携帯  



問２―２ 

（参考１）ＥＵ指令案 

  



問２―３ 

（参考２）労働者概念を巡る各国比較 

 





問３―２ 

３．発注事業者が「明示」を行わなかった場合に
は、本法案第３条に違反し、指導等の対象とな
るなどの法的効力を有しています。  

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問３―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以

下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの

とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ

た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に

対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

 

 





問４―２ 

４．なお、下請代金法においても、本法案と同様
に、下請事業者に製造委託等をした場合に、給
付の内容を記載した書面の交付のみを義務付け
ているものと承知しています。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問４―３ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以

下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの

とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ

た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に

対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

  



問４―４ 

（参考２）下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年法律第百二十号） 

 

（書面の交付等）  

第三条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ち

に、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内

容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書

面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項の

うちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについ

ては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当

該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請

事業者に交付しなければならない。  

２ 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定める

ところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき

事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供する

ことができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付

したものとみなす。 

 





問５―２ 

４．現在、厚生労働省では、「個人事業者等に対す
る安全衛生対策のあり方に関する検討会」を開
催し、その中で、フリーランスの方々が長時間
の作業により健康を害することのないようにす
ることや、健康診断の受診について発注者等に
配慮を求めることも議論していると聞いていま
す。  

 
５．この有識者検討会における検討結果も踏ま

え、厚生労働省において、適切な対応が取られ
るものと考えています。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問５―３ 

（参考１） 
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 開催要綱 
 
１ 趣旨・目的 
  労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」
（同法第 1 条）ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛
生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として
様々な施策を講じてきた。 

 
  なお、個人事業者等の安全衛生対策については、これまで関係省庁
との連携の下でのデリバリーサービスにおける交通事故防止対策につ
いての周知啓発等の個別分野対策に取り組んできたところである。 

 
  一方、令和３年５月に出された石綿作業従事者による国賠訴訟の最
高裁判決においては、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に
義務付ける労働安全衛生法第 22 条の規定について、労働者と同じ場
所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断がされた。これを踏
まえて、同規定に係る 11 の省令について、請負人や同じ場所で作業
を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じるこ
とを事業者に義務付ける改正を行い、令和４年４月に公布されたとこ
ろである。 

 
  この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会
では、労働安全衛生法第 22 条以外の規定について労働者以外の者に
対する保護措置をどうするべきか、注文者による保護措置のあり方、
個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などについて、
別途検討の場を設けて検討することとされた。 

  また、これまで労働安全衛生法の対象としてきていない個人事業者、
中小企業事業主等についても業務上の災害が多く発生している状況に
ある。 

 
こうしたことから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図

るため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者
等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために
有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討することとする。 

 
２ 検討事項 
（１）個人事業者等に関する業務上の災害の実態に関すること 
（２）個人事業者等の災害の実態を踏まえた災害防止対策のあり方に関

すること 
（３）個人事業者自らによる安全衛生確保措置の必要性及びその促進に

関すること 
（４）個人事業者等に関する業務上の災害の把握・報告等に関すること 
（５）個人事業者や中小企業の安全衛生水準の向上のための支援等に関

すること。 
（６）その他 
 
 



問５―４ 

３ 構成等 
（１）本検討会は、別紙の参集者により構成する。 
（２）本検討会には座長を置き、議事を整理する。 
（３）本検討会は、必要に応じて、別紙の参集者以外の者を参集するこ

とができる。 
（４）本検討会は、必要に応じて、関係者からヒアリングを行うことが

できる。 
 
４ その他 
（１）検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開するも

のとする。ただし、個別事案を取り扱う場合においては、個人・企
業情報の保護の観点等により、公開することにより、特定の者に不
当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、
座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開で実施するこ
ともできるものとする。なお、非公開とする場合には、その理由を
明示するとともに、議事要旨を公開する。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部において行
う。 



問５―５ 

（参考２） 

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会参集者名簿 

青木
あ お き

富三
ふ み

雄
お

 （一社）住宅生産団体連合会環境・安全部長 

大木
お お き

 勇
い さ
雄
お

 （一社）建設産業専門団体連合会副会長 

小野
お の

 秀昭
ひであき

 （株）運輸・物流研究室取締役フェロー 

鹿野
か の

菜穂子
な お こ

 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

日下部
く さ か べ

 治
おさむ

 東京工業大学名誉教授 

小菅
こ す げ

 元生
も と お

 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長 
（～第６回検討会） 

清水
し み ず

 英次
え い じ

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部朝霞分会
長 

鈴木
す ず き

 重也
し げ や

 （一社）日本経済団体連合会労働法制本部長 

高山
たかやま

 典
の り
久
ひ さ

 （一社）ITフリーランス支援機構代表理事 

田久
たきゅう

  悟
さとる

 全国建設労働組合総連合労働対策部長 

出口
で ぐ ち

 和則
かずのり

 （一社）全国建設業協会労働委員会委員 

土橋
ど ば し

  律
り つ

 東京大学大学院工学系研究科教授 

中村
なかむら

 昌
ま さ
允
よ し

 東京大学工学系研究科非常勤講師 

本多
ほ ん だ

 敦郎
あつろう

 （一社）日本建設業連合会安全委員会安全対策部会長 

三柴
み し ば

 丈
た け
典
の り

 近畿大学法学部教授 

森
も り

  晃
こ う
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 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局長 
（第７回検討会～） 

（５０音順） 



問５―６ 

 

（参考３） 
 

第 10回「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」 
資料３より抜粋 



問５―７ 

 

 

 

 

 

第 10回「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」 
資料３より抜粋 



問６―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 塩村 あやか 君 
問６（対大臣）．本法案と下請代金法のいずれも

適用対象となる場合にはいずれが適用されるの
か。本法案に下請代金法との適用関係について
の整理規定を置かなかった理由と併せて問う。 

 
本法案と下請代金法との適用関係についてお尋

ねがありました。 
 
１．下請代金法は、下請取引の公正化と下請事業
者の利益の保護を目的とするものです。 
 一方、本法案は、従業員を使用せず一人の
「個人」として業務委託を受けるフリーランス
の特性に着目して、フリーランスに係る取引の
適正化や就業環境の整備を目的とするものです。 

このように、下請代金法と本法案の趣旨・目
的は、必ずしも一致するものではないことから、
本法案では適用関係の整理規定を置いていませ
ん。 

 
２．なお、発注事業者の一つの行為について、本
法案と下請代金法の二つの法律を適用し得る場
合には、個々の事案に応じて、公正取引委員会
等において、どちらの法律を適用するか、個別
に判断することを想定しています。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 
フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問６―２ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 
 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個

人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境

を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、

特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措

置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定

受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発

展に寄与することを目的とする。 

  



問６―３ 

（参考２）下請代金支払遅延等防止法 
 

（目的） 

第一条 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、

親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請

事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与すること

を目的とする。 

  



問６―４ 

（参考３）本法案と下請代金法との適用対象の比較 

 

  



問６―５ 

（参考４）本法案と下請代金法の規律の比較 

 



問７―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 塩村 あやか 君 
問７（対大臣）．連合の調査では、取引先に育児

介護等の配慮を求めるニーズは見当たらない
が、第13条の規定を盛り込むこととした背景と
立法事実を示されたい。また、この配慮義務に
ついては政令で定める期間以上の業務委託に適
用されるところ、衆議院の議論では「１年以
上」を検討するとの答弁があったが、この「１
年以上」の根拠について問う。また、政府は
「アンケート調査で契約期間が１年以上の場合
には仕事のかけ持ち数が減る」との結果の答弁
をしているが、それと「１年以上」とすること
との間の合理的関連性を示されたい。 

 
育児介護等への配慮義務を本法案に盛り込む

こととした背景や政令で定める期間についてお
尋ねがありました。 

 
１．フリーランスの育児介護等については、フリ

ーランス当事者や関係団体等からも、育児介護
等がしやすい環境の整備を求める声があると承
知しています。 

 
２．このような実態を踏まえ、本法案では、フリ

ーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、
発注事業者に育児介護等の配慮を求めることと
したものです。 

  



問７―２ 

 
３．また、育児介護等への配慮義務の対象となる

取引の期間については、 
・ 内閣官房のアンケート調査において、契約

期間が１年以上の場合には、仕事の掛け持ち
数が減ることにより、特定の発注事業者への
依存度合いが高まる傾向が見られること 

・ 一定期間以上の取引関係があることで、当
事者間で働き方を調整できる関係性が生まれ
ると考えられること 

から、これらを参考として、政令で定めること
としています。 
 

４．具体的な期間については、関係者の意見をよ
く伺いながら、取引の実態に即して設定してま
いります。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問７―３ 

 

（参考１）フリーランスの契約に関する調査2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



問７―４ 

（参考２）継続性について 

 

 

 

  



問７―５ 

（参考３）フリーランスという働き方を選択する上での課題

（フリーランスアンケート調査）「フリーランス白書2019」 

  



問７―６ 

（参考４）独立行政法人労働政策研究・研修機構 

雇用類似の働き方の者に関する調査・試算結果等（速報） 

 

 



問８―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 塩村 あやか 君 

問８．第 13 条に定める配慮義務に関し、不利益

取扱いの禁止規定が置かれていない理由は何

か。配慮の申出を理由に不利益取扱いを受ける

可能性があり、申出をためらうおそれが想定さ

れるが、本規定の実効性をどう担保するのか。

また、配慮義務規定が置かれたことによる発注

控えの懸念があるが、業務委託事業者に求めら

れる配慮と負担のバランスをどう考えているの

か。 
 

育児介護等の配慮の申出に伴う不利益取扱いの

禁止や、配慮義務の実効性等についてお尋ねがあ

りました。 
 

１．本法案においては、フリーランスが育児介護

等と業務を両立できるよう、発注事業者に育児

介護等の配慮を求めることとしています。 

 

２．一方、事業者間取引については、取引自由の

原則の下、取引内容そのものへの行政の介入は

最小限にとどめるべきとの観点から、本法案に

おいては、不利益取扱いを禁止することとはし

ていません。 

 

 



問８―２ 

 

３．育児介護等への配慮については、厚生労働大

臣の定める指針において、想定されるフリーラ

ンスからの申出や、発注事業者に求められる配

慮の具体例についてお示しし、フリーランスが

申出をしやすく、また、発注事業者が、発注控

えにつながることなく適切な配慮を行えるよう、

丁寧な周知を図ってまいります。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

  



問８―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮） 

第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託（政令で定める期

間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新により当該政

令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）に限る。

以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。）

の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事

業者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である

場合にあっては、その代表者）が妊娠、出産若しくは育児又は介護

（以下この条において「育児介護等」という。）と両立しつつ当該継

続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児

介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。 

２ 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の

相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業

者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場

合にあっては、その代表者）が育児介護等と両立しつつ当該業務委託

に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況

に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。 

 

（指針） 

第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託

事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 

 



問９―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 塩村 あやか 君 
問９（対大臣）．第14条に定めるハラスメント対

策の措置義務について、どのような行為がハラ
スメントに該当するかが不明確であるため、具
体的な内容を示されたい。また、労働者に対す
る既存の各種ハラスメント対策とどのように異
なるのかについても具体的に示されたい。ま
た、フリーランスに対するハラスメントの根絶
に向けて、いかに実効的にハラスメント対策の
措置義務の履行を促し、違反行為に対する是正
を図っていくのかについても伺う。 

 
 ハラスメント対策についてお尋ねがありました。 
 
１．発注事業者とフリーランスの取引において、

性的な嫌がらせや業務でミスをした際の暴言・
暴力等、発注事業者からフリーランスに対する
ハラスメントが現実に発生していることから、
本法案では、発注事業者に対し、ハラスメント
対策に係る体制整備を義務付けています。 

 
２．具体的には、ハラスメント被害を受けたフリ

ーランスからの相談に対応するための体制整備
など、労働関係法令に基づく労働者を対象とし
たハラスメント対策と同様のものとすることを
想定しています。 

 
 



問９―２ 

３．また、ハラスメント対策については、厚生労
働大臣の定める指針において、発注事業者が講
ずべき対策の具体例をお示しし、丁寧な周知を
図ることで、発注事業者が適切に対策を講じ、
フリーランスがハラスメント被害を受けること
なく安心して働くことのできる環境の整備に努
めてまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 

 

  

 



問９―３ 

 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置

等） 

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業

務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言

動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要

な措置を講じなければならない。 

一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者

（その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合

にあっては、当該法人）に係る業務委託の条件について不利益を

与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害

すること。 

二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生

労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害

すること。 

三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係

る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特

定受託業務従事者の就業環境を害すること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行った

こと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に

事実を述べたことを理由として、その者（その者が第二条第一項第二

号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人）に対し、

業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならな

い。 

 

（指針） 

第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託

事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 

 

資料１ 



問９―４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



問９―５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 





問１０―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 塩村 あやか 君 
問１０（対大臣）．本法案では発注元やフリーラ

ンスの呼称を「特定業務委託事業者」や「特定
受託事業者」としたことにより、発注元やフリ
ーランス自身が当事者に当たるかどうかを認識
しにくくなっているのではないか。当事者に対
する周知徹底の取組方針について伺う。 

 
当事者に対する周知徹底の取組方針についてお

尋ねがありました。 
 
１．本法案は、いわゆるフリーランスの方々に業
務委託を行う発注事業者に対して、取引条件の
明示義務を課すこと等により、フリーランスに
係る取引の適正化等を図るものです。 

  これらの義務を実効的なものとし、フリーラ
ンスの方々を適正に保護するためには、施行ま
での間に、この法律の趣旨、内容、保護対象と
なるフリーランスの範囲、規制対象となる発注
事業者の範囲等について、フリーランス、発注
事業者双方に十分な周知が必要であるものと考
えています。 

 
２．このため、関係者への説明会、パンフレット
の配布、関係省庁のウェブサイトやＳＮＳへの
掲載など、様々な方法で、広く国民にとって分
かりやすいものとなるよう、しっかりと周知活
動を行ってまいります。 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  




